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令和４年第２回中間市議会定例会会期日程

（会 期 ３月１日～３月２４日：２４日間）

月 日 曜 本 会 議 委員会 審 査 事 項

３月 １日 火
開 議

午前１０時

１．会期の決定
２．承認第２号・承認第３号
３．第２号議案～第２２号議案
４．議員提出議案第１号
［ 議案上程・提案理由説明 ］

３月 ２日 水 休 会

３月 ３日 木
開 議

午前１０時

１．一般質問

３月 ４日 金
開 議

午前１０時

１．一般質問
２．承認第２号・承認第３号
３．第２号議案～第１３号議案
[ 質疑・討論・採決・委員会付託 ]

３月 ５日 土 休 会

３月 ６日 日 休 会

３月 ７日 月 休 会 委員会

３月 ８日 火 休 会 委員会

３月 ９日 水 休 会 委員会

３月１０日 木 休 会

３月１１日 金
開 議

午前１０時

１．第２号議案～第１２号議案
２．第１４号議案～第２３号議案
３．議員提出議案第１号
４．決議案第１号
┌ 提案理由説明・委員長報告・ ┐
└ 質疑・討論・採決・委員会付託 ┘

３月１２日 土 休 会

３月１３日 日 休 会

３月１４日 月 休 会 委員会

３月１５日 火 休 会 委員会

３月１６日 水 休 会 委員会

３月１７日 木 休 会 委員会

３月１８日 金 休 会

３月１９日 土 休 会

３月２０日 日 休 会

３月２１日 月 休 会

３月２２日 火 休 会

３月２３日 水 休 会
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３月２４日 木
開 議

午前１０時

１．第１４号議案～第２３号議案
２．議員提出議案第１号
３．意見書案第１号～意見書案第４号
┌ 提案理由説明・委員長報告 ┐
└ 質疑・討論・採決 ┘
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諸 般 の 報 告

第２回中間市議会定例会

令和４年３月１日

（報告書の受領）

１．地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、各会計の例月出納検査結果報告書を、

令和４年１月１７日、２６日、２月１４日付で監査委員から下記のとおりそれぞれ受領

した。

記

（１）令和３年度一般会計及び特別会計等 令和３年１２月分

（２）令和３年度中間市水道事業会計 令和３年１０月・１１月分

（３）令和３年度中間市公共下水道事業会計 令和３年１１月分

２．地方自治法第１９９条第９項の規定により、定期監査結果報告書を、令和４年１月

１７日、２６日、３１日、２月１４日付で監査委員から下記のとおりそれぞれ受領した。

記

（１）安全安心まちづくり課 令和元年度

令和２年度

（２）企画課 令和元年度

令和２年度

（３）財政課 平成３０年度

令和元年度

令和２年度

（４）公共施設管理課 令和２年度
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────────────────────────────────────────

令和４年 第２回 ３月（定例）中 間 市 議 会 会 議 録（第１日）

令和４年３月１日（火曜日）

────────────────────────────────────────

議事日程（第１号）

令和４年３月１日 午前10時 00分開会

日程第 １ 会期の決定

日程第 ２ 承認第２号 専決処分を報告し、承認を求めることについて

（損害賠償の額を定め、和解することについて）

（日程第２ 提案理由説明）

日程第 ３ 承認第３号 専決処分を報告し、承認を求めることについて

（令和３年中間市一般会計補正予算（第１２号）

（日程第３ 提案理由説明）

日程第 ４ 第 ２号議案 令和３年度中間市一般会計補正予算（第１３号）

日程第 ５ 第 ３号議案 令和３年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第３

号）

日程第 ６ 第 ４号議案 令和３年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

日程第 ７ 第 ５号議案 令和３年度中間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

（日程第４～日程第７ 提案理由説明）

日程第 ８ 第 ６号議案 中間市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

日程第 ９ 第 ７号議案 中間市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条

例

日程第１０ 第 ８号議案 中間市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

日程第１１ 第 ９号議案 中間市国民健康保険条例の一部を改正する条例

日程第１２ 第１０号議案 中間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

日程第１３ 第１１号議案 中間市消防団条例の一部を改正する条例

（日程第８～日程第１３ 提案理由説明）

日程第１４ 第１２号議案 中間市道路線の変更について

（日程第１４ 提案理由説明）

日程第１５ 第１３号議案 北九州都市圏広域行政推進協議会の廃止に関する協議につい

て

（日程第１５ 提案理由説明）

日程第１６ 第１４号議案 令和４年度中間市一般会計予算

日程第１７ 第１５号議案 令和４年度中間市特別会計国民健康保険事業予算
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日程第１８ 第１６号議案 令和４年度中間市住宅新築資金等特別会計予算

日程第１９ 第１７号議案 令和４年度中間市地域下水道事業特別会計予算

日程第２０ 第１８号議案 令和４年度中間市公共用地先行取得特別会計予算

日程第２１ 第１９号議案 令和４年度中間市介護保険事業特別会計予算

日程第２２ 第２０号議案 令和４年度中間市後期高齢者医療特別会計予算

日程第２３ 第２１号議案 令和４年度中間市公共下水道事業会計予算

日程第２４ 第２２号議案 令和４年度中間市水道事業会計予算

（日程第１６～日程第２４ 提案理由説明）

日程第２５ 議員提出議案 中間市総合会館条例の一部を改正する条例

第 １ 号

（日程第２５ 提案理由説明）

日程第２６ 会議録署名議員の指名

──────────────────────────

本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

──────────────────────────

出席議員（16名）

１番 小林 信一君 ２番 堀田 克也君

３番 田口 善大君 ４番 蛙田 忠行君

５番 柴田 芳信君 ６番 田口 澄雄君

７番 山本 慎悟君 ８番 安田 明美君

９番 掛田るみ子君 １０番 中尾 淳子君

１１番 阿部伊知雄君 １２番 大和 永治君

１３番 柴田 広辞君 １４番 下川 俊秀君

１５番 井上 太一君 １６番 中野 勝寛君

──────────────────────────

欠席議員 （０名）

──────────────────────────

欠 員（０名）

──────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

市長 ……………… 福田 浩君 教育長 …………… 片平 慎一君

総務部長 ………… 末廣 勝彦君 市民部長 ………… 安徳 保君

教育部長 ………… 船津喜久男君 建設産業部長 …… 篠田 耕一君

保健福祉部長 …… 藤田 宜久君 消防長 …………… 林 誠志君
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環境上下水道部長 ………………………………………………… 村上 智裕君

総務課長 ………… 久場康三郎君 財政課長 ………… 蔵元 洋一君

企画課長 ………… 平川 佳子君 健康増進課長 …… 岩河内弘子君

消防総務課長 …… 伊藤 裕之君 消防総務課長 …… 伊藤 裕之君

──────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 佐伯 道雄君 書 記 志垣 憲一君

書 記 東 隆浩君 書 記 本田 裕貴君

──────────────────────────
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午前 10時 00 分開会

〇議長（中野 勝寛君）

おはようございます。ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しております。これ

より、令和４年第２回中間市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付しておりますので、ご了承をお願いいたします。

この際、日程に入ります前に、諸般の報告を行います。報告事項は、お手元に配付して

おります。朗読は、省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。

なお、本日の議案等の朗読は、省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。

また、今定例会では、新型コロナウィルス感染防止のため議員の議席、及び、執行部席

の間隔を空けておりますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第１．会期の決定

〇議長（中野 勝寛君）

これより、日程第１、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、お手元の会期日程表のとおり、本日から３月

２４日までの２４日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は２４日間と決しました。

────────────・────・────────────

日程第２．承認第２号

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第２、承認第２号専決処分を報告し、承認を求めることについて（損害賠償

の額を定め、和解することについて）を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

〇市長（福田 浩君）

承認第２号損害賠償の額を定め、和解することにつきましては、地方自治法第１７９条

第１項の規定により、専決処分といたしましたので、ご報告申し上げます。

昨年１月７日午後０時３０分頃、中間市立病院１階受付前ロビー付近において、処方さ

れた薬を受け取るために来院した相手方が、ぬれていた床で足を滑らせ転倒し、尾てい骨

と右腕を床面に強く打ちつけました。本件につきましては、事故の発生から１年余りが経

過しており、相手方に対して、早急に示談をし、賠償する必要がありましたことから、相

手方と本年１月２５日付けで損害賠償の額を２５万１，８９２円とし、和解することにつ

きまして、専決処分といたしました。

なお、損害賠償金２５万１，８９２円につきましては、損害保険会社から相手方に直接



- 10 -

支払うこととなっております。

つきましては、地方自治法第１７９条第３項の規定により、議会に報告し、承認を求め

るものでございます。

ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（中野 勝寛君）

ただいま、議題となっております承認第２号に対する質疑は、３月４日の本会議で行い

ますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第３．承認第３号

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第３、承認第３号専決処分を報告し承認を求めることについて（令和３年度

中間市一般会計補正予算（第１２号））を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

〇市長（福田 浩君）

承認第３号令和３年度中間市一般会計補正予算（第１２号）につきましては、地方自治

法第１７９条第１項の規定により専決処分といたしましたので、同条第３項の規定により、

ご報告いたします。

今回の補正は、新型コロナウイルスワクチンの接種につきまして、国から５歳から１１

歳までの子供に対するワクチン接種を本年３月から開始する方針が示されたこと及び既に

実施しております３回目の接種をできる限り早期に完了するよう要請があったことによる

ものでございます。この国の方針及び要請に沿ってワクチン接種を推進するためには、早

急に接種体制を整備する必要があり、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、関

連経費を計上した補正予算を先月１４日付けで専決処分としたものでございます。

なお、これに係る経費全額を本年度中に執行するものではなく、執行残額は翌年度に繰

り越す予定となっております。

それでは、補正予算の概要についてご説明申し上げます。

まず、歳出の主なものといたしましては、衛生費におきまして、ワクチン接種業務に従

事する医師等の出務委託料等２，４４０万円、市民の方が市外で接種した場合に福岡県国

民健康保険団体連合会へ支払う事務手数料として２１０万円、コールセンター及び集団接

種会場の運営委託料３，１４０万円、ワクチン専用冷凍庫用非常用蓄電池購入費３１０万

円を計上いたしております。

次に、歳入といたしましては、国庫支出金におきまして、新型コロナウイルスワクチン

接種対策費国庫負担金２，６１０万円、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費

国庫補助金４，４８０万円を計上いたしております。

以上により、歳入歳出それぞれ７，０９８万１，０００円を追加し、予算の総額を歳入
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歳出それぞれ２１６億７，５４１万４，０００円としたものでございます。

ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（中野 勝寛君）

ただいま、議題となっております承認第３号に対する質疑は、３月４日の本会議で行い

ますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第４．第２号議案

日程第５．第３号議案

日程第６．第４号議案

日程第７．第５号議案

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第４、第２号議案から日程第７、第５号議案までの令和３年度各会計補正予

算４件を一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

〇市長（福田 浩君）

第２号議案令和３年度中間市一般会計補正予算（第１３号）について、提案理由を申し

上げます。

今回の補正予算は、決算見込みに基づく不用額の減額、国県返還金等を計上するほか、

これまで計上しておりました新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し

た事業につきましても、各事業の決算見込みに基づき不用額を減額し、新規事業を追加計

上するものでございます。

それでは、補正の主な内容について、歳出からご説明いたします。

まず、性質別経費につきましては、人件費におきまして、人事異動及び決算見込みに基

づく不用額の減額を行っておりますので、予算に関する説明書として給与費明細書につき

ましてもあわせて提出しております。

次に、目的別経費につきましては、議会費におきまして、新型コロナウィルス感染拡大

に伴う議員視察の中止等により旅費を２４０万円減額いたしております。

また、昨年の３月市議会定例会におきまして、議員定数を１人削減する議員提出議案が

可決成立したこと等に伴い、議員人件費を４９０万円減額いたしております。議員の皆様

のご英断に対しまして、改めて御礼申し上げます。

総務費におきましては、令和２年度の国県支出金の金額確定に伴う返還金に５，７８０

万円、新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した公共交通応援事業と

して地域鉄道や路線バス事業者への奨励金に１，２１０万円、普通交付税の再算定結果及

び決算見込みに基づく財源調整により、財政調整基金及び減債基金への積立金に、それぞ

れ７億４，０９０万円及び４億５，０００万円を追加計上いたしております。
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また、国の計画に合わせて実施する住民記録システム改修事業２９０万円につきまして

は、繰越明許費を設定いたしております。

民生費におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による病院の受診控えを主な

要因として、生活保護費のうち医療扶助費を１億１，０００万円減額いたしております。

また、特別会計繰出金につきましては、特別会計国民健康保険事業繰出金を５４０万円、

後期高齢者医療特別会計繰出金を１，５４０万円、介護保険事業特別会計繰出金を１，６

４０万円、それぞれ減額いたしております。

なお、先の１２月市議会定例会及び1月市議会臨時会において議決及び承認をいただい

た子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費につきましては、この給付金は本年３月３１

日までに出生した児童が対象となりますことから、申請スケジュール等を考慮し、１，５

００万円の繰越明許費を設定いたしております。

衛生費におきましては、令和２年度限りで閉鎖した病院事業に係る清算事務の終了に伴

い、残務処理経費で１，３６０万円、未払金清算経費で６，８１０万円を減額いたしてお

ります。

商工費におきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して

実施しておりました中間市感染防止対策協力一時金事業につきまして、事業費の確定に伴

い、１００万円を減額いたしております。

土木費におきましては、事業費の確定等に伴い、社会資本整備総合交付金事業で９，３

４０万円、塘ノ内砂山線街路事業負担金で８６０万円、市営住宅深坂団地改修工事で１，

１８０万円をそれぞれ減額いたしております。

また、道路照明灯ＬＥＤ化事業５２０万円及び垣生公園遊具更新事業４，０５０万円に

つきましては、繰越明許費を設定いたしております。

消防費におきましては、高機能消防指令センター設備中間更新事業の事業費確定に伴い、

６８０万円を減額いたしております。

教育費におきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、

小中学校での感染症対策及び学習保障等に必要な取組を実施するための経費に１，０８０

万円を追加計上し、あわせて繰越明許費を設定いたしております。

次に、歳入につきましては、地方消費税交付金におきまして、決算見込みに基づき６，

９００万円を追加計上いたしております。

地方交付税におきましては、特例的対応として普通交付税の再算定が行われたことに伴

い、追加で交付決定された２億４，６１０万円を計上いたしております。

国庫支出金におきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事

業の財源として、国の令和３年度の補正予算分に係る当該交付金の交付限度額のうち、令

和３年度に交付を受ける１，１３０万円を追加計上いたしております。

また、その他の国庫・県支出金につきましては、対象事業費の確定等に伴い、合計３億
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５７０万円を減額いたしております。

繰越金におきましては、前年度繰越金５億６８０万円を追加計上いたしております。

諸収入におきましては、病院事業閉鎖時の残余金の確定に伴い１億４，９８０万円、中

間市行橋市競艇組合事業収入を３，６００万円、それぞれ追加計上いたしております。

市債につきましては、対象事業費の確定等に伴い、３，７７０万円を増額する一方、６，

４７０万円を減額し、差引き２，７００万円を減額いたしております。

以上により、歳入歳出それぞれ６億８，７３６万６，０００円を追加し、予算の総額を

歳入歳出それぞれ２２３億６，２７８万円とするものでございます。

次に、第３号議案令和３年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第３号）につ

いて、提案理由を申し上げます。

歳出の主な内容といたしましては、医療費の増加等に伴い、保険給付費を６，７７０万

円、令和２年度に交付を受けておりました、福岡県国民健康保険普通交付金等の額の確定

に伴い、過交付分の返還金を８，４６０万円それぞれ追加いたしております。

次に、歳入の主な内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響により所得

が激減した世帯が受ける国民健康保険税の減免措置に対する国庫補助金を１，２４０万円、

医療費の増額等に伴い、県補助金を１億１，５５０万円をそれぞれ追加する一方、国民健

康保険基盤安定負担金の額の確定等に伴い、一般会計繰入金を５４０万円減額いたしてお

ります。

以上により、歳入歳出それぞれ１億５，３５４万９，０００円を追加し、予算の総額を

歳入歳出それぞれ５７億５，２９０万８，０００円とするものでございます。

次に、第４号議案令和３年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について、

提案理由を申し上げます。

まず、保険事業勘定の歳出といたしましては、総務費におきまして、新型コロナウイル

ス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いにより認定調査件数や介護認定審査会の開催

回数が減少したことに伴い、不用となった認定審査会委員報酬や認定調査委託料等を１，

０００万円減額いたしております。

また、保険給付費におきまして、サービス費の決算見込額に合わせて給付費の組替えを

行い、積立金におきましては、介護給付費準備基金への積立金を１億９，９９０万円増額

いたしております。

次に、保険事業勘定の歳入といたしましては、介護保険料におきまして、新型コロナウ

イルス感染症に係る減免措置により現年度分普通徴収保険料を３０万円減額する一方で、

この減免措置について国の財政支援が決定したことから、国庫支出金におきまして、介護

保険災害等臨時特例補助金を同額追加いたしております。

また、事業費の決算見込みに基づき一般会計繰入金を１，６４０万円減額し、財源調整

のため前年度繰越金を２億６４０万円増額いたしております。
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以上により、歳入歳出それぞれ１億８，９９９万９，０００円を追加し、介護サービス

事業勘定を加えた予算総額を歳入歳出それぞれ５４億１，０２８万６，０００円とするも

のでございます。

次に、第５号議案令和３年度中間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい

て、提案理由を申し上げます。

まず、歳出の主な内容といたしましては、職員人件費を６９０万円減額し、また、後期

高齢者医療広域連合納付金を７００万円減額いたしております。

次に、歳入の主な内容といたしましては、職員人件費の減額等に伴い、一般会計からの

事務費繰入金を８３０万円減額し、また、後期高齢者医療広域連合納付金の減額に伴い、

保険基盤安定繰入金を７００万円減額いたしております。

以上により、歳入歳出それぞれ１，３７３万９，０００円を減額し、予算の総額を歳入

歳出それぞれ８億４，８０５万２，０００円とするものでございます。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（中野 勝寛君）

ただいま、議題となっております令和３年度各会計補正予算４件に対する質疑は、３月

４日の本会議で行いますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第 ８．第 ６号議案

日程第 ９．第 ７号議案

日程第１０．第 ８号議案

日程第１１．第 ９号議案

日程第１２．第１０号議案

日程第１３．第１１号議案

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第８、第６号議案から日程第１３、第１１号議案までの条例改正６件を一括

議題といたします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

〇市長（福田 浩君）

第６号議案中間市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について提案理

由を申し上げます。

今回の条例改正は、妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のため、非常勤職員の育児休

業・介護休暇等の取得要件緩和等に関し、国において本年４月１日付けで国家公務員の育

児休業等に関する法律の改正が予定されており、地方自治法の定めるところにより、本市

においても、この改正により国において行われる措置と同様の措置を行う必要があります

ことから、所要の改正を行うものでございます。



- 15 -

条例改正の内容といたしましては、非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件のう

ち、引き続き在職した期間が1年以上とされております要件を廃止し、育児休業を取得し

やすい勤務環境を整備するために、妊娠、出産等を申し出た職員に対する個別の制度周知

や、育児休業に関する相談体制の整備を義務づけるなど、任命権者として講ずるべき措置

を新たに規定するものとなっております。

なお、条例の施行日につきましては、国家公務員の育児休業等に関する法律の改正法の

施行日に合わせまして、令和４年４月１日といたしております。

次に、第７号議案中間市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例につい

て、提案理由を申し上げます。

今回の条例改正は、本市の青少年の健全育成に関する協議会であります、中間市少年相

談センター運営協議会及び中間市青少年問題協議会につきまして、両協議会の委員の推薦

団体がほぼ同じであり、各団体の負担となっているため、また、本市として全庁的に、よ

り集中的に青少年問題に取り組むために、中間市少年相談センター運営協議会を廃止し、

中間市青少年問題協議会に一本化することに伴うものでございます。

条例改正の内容といたしましては、中間市少年相談センター運営協議会の委員の報酬に

関する規定を削除するものでございます。

なお、条例の施行日につきましては、令和４年４月１日といたしております。

次に、第８号議案中間市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、

提案理由を申し上げます。

今回の条例改正は、令和３年の人事院勧告に基づき、一般職職員の期末手当の額を改定

するものでございます。

令和３年の人事院勧告では、民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、期末手当の

支給月数を職員におきましては、０．１５カ月分、再任用職員におきましては、０．１カ

月分引き下げる勧告がなされました。

この勧告の実施に当たりまして、国家公務員につきましては、新型コロナウイルス感染

症に係る経済対策への影響を考慮し、令和３年度の引下げに相当する額については、令和

４年６月の期末手当から減額して調整するとの方針が閣議決定され、地方公務員につきま

しても、国家公務員の取扱いを基本として対応するよう要請がありましたことから、本市

におきましても、国の方針に沿って減額を行うものでございます。

条例改正の内容といたしましては、期末手当の支給率を人事院勧告の内容と同様に引き

下げるとともに、令和３年度の減額相当分を令和４年６月に支給する期末手当から減額す

る特例措置を設けております。

なお、条例の施行日につきましては、公布の日といたしております。

次に、第９号議案中間市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、提案理由を

申し上げます。
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今回の条例改正は、昨年８月４日に健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布さ

れたことに伴うものでございます。

本市の国民健康保険の被保険者に対する出産育児一時金につきましては、条例で定める

基礎額に公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度における掛金に

相当する額を加算して支給しているところです。

この掛金の額が１万６，０００円から１万２，０００円に引き下げられることに伴い、

国の審議会において出産育児一時金の支給額について議論が行われたところ、少子化対策

としての重要性に鑑み、支給総額を維持すべきと整理されたことから、被用者保険の被保

険者に対する出産育児一時金については、政令が改正され、基礎額が引き上げられており

ます。

国民健康保険の被保険者に対する出産育児一時金につきましては、市町村が条例で定め

ることとされておりますことから、本市におきましても、国と同様に出産育児一時金の額

を引き上げ、被保険者への支給総額を維持するものでございます。

条例改正の内容といたしましては、出産育児一時金の額を４０万４，０００円から４０

万８，０００円に改めるものでございます。

なお、条例の施行日につきましては、公布の日とし、令和４年１月１日以後の出産に基

づく出産育児一時金の支給について適用することといたしております。

次に、第１０号議案中間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、提案理

由を申し上げます。

今回の条例改正は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部

を改正する法律により地方税法が改正され、本年４月１日から施行されることによるもの

でございます。

条例改正の内容といたしましては、国民健康保険被保険者の世帯に未就学児がいるとき

は、所得にかかわらず全ての世帯において未就学児に係る均等割保険税の５割を軽減する

ことにより、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るものでございます。

なお、条例の施行日につきましては、法律の施行に合わせまして、令和４年４月１日と

いたしております。

次に、第１１号議案中間市消防団条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し

上げます。

今回の条例改正は、全国的に消防団員が大幅に減少している中で、その処遇を改善する

ことで消防団員を確保し、もって地域防災力の維持及び向上を図ることを目的として、総

務省消防庁において「非常勤消防団員の報酬等の基準」が策定されたことに伴うものでご

ざいます。

条例改正の主な内容といたしましては、まず、年額報酬について、団員の階級にある者

の年額報酬を３万６，５００円とし、より上位の階級にある者の年額報酬をこれとの均衡
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を考慮して定めることとする国の基準に準じた額にするものでございます。

また、従来支給しておりました手当について、出動報酬として見直し、国の基準に準じ

た額とするものでございます。一例といたしまして、水火災等の災害出動については、１

日当たり７，０００円とし、８時間を超えた場合には、８，０００円としております。そ

して、報酬とは別に、消防団員が公務により旅行した場合の費用弁償についての規定を設

けております。

なお、報酬及び費用弁償につきましては、活動記録に基づいて、本市から消防団員個人

に対し直接支給するものといたしております。

本市におきましても、消防団員の減少が懸案となっておりますが、国の基準に準じて、

その処遇を改善することで、消防団員を確保し、ひいては本市における各種災害への的確

な対応が図られるものとして思料しております。

なお、条例の施行日につきましては、国の通知を踏まえ、令和４年４月１日といたして

おります。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（中野 勝寛君）

ただいま、議題となっております条例改正６件に対する質疑は、３月４日の本会議で行

いますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第１４．第１２号議案

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第１４、第１２号議案中間市道路線の変更についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

〇市長（福田 浩君）

第１２号議案中間市道路線の変更について提案理由を申し上げます。

今回、変更いたします路線は、吉隈２号線の１路線でございます。

この路線につきましては、起点に当たります上吉隈橋を老朽化により撤去することに伴

い、起点の変更を行うものでございます。

道路の概要といたしましては、幅員３．６５メートル、実延長１０１．６０メートルを

幅員３．７９メートル、実延長９１．３０メートルに変更するものでございます。

以上のとおり、当該路線を変更するに当たり、道路法第１０条第３項の規定により、議

会の議決を求めるものでございます。

ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

〇議長（中野 勝寛君）

ただいま、議題となっております第１２号議案に対する質疑は、３月４日の本会議で行

いますので、ご了承をお願いいたします。
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────────────・────・────────────

日程第１５．第１３号議案

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第１５、第１３号議案北九州都市圏広域行政推進協議会の廃止に関する協議

についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

〇市長（福田 浩君）

第１３号議案北九州都市圏広域行政推進協議会の廃止に関する協議について、提案理由

を申し上げます。

北九州都市圏広域行政推進協議会は、昭和５３年３月に北九州市、中間市、芦屋町、水

巻町、岡垣町及び遠賀町の２市４町で、地方自治法第２５２条の２の２の規定に基づき、

各議会の議決を得て設置された協議会でございます。

この協議会は、広域行政の推進、広域行政に係る事務事業の連絡調整等を目的とするも

のでございますが、平成２８年度から新たな枠組みとして開始された連携中枢都市圏北九

州都市圏域と構成市町及び活動内容が重複いたしております。

そこで、今後は、広域連携に必要な事業は連携中枢都市圏ビジョンの中で推進すること

とし、当初の目的を達成したこの協議会につきましては廃止する方針といたしております。

今後、この協議会を廃止するに当たり、関係市町と協議を行う予定としておりますが、

この協議につきましては、地方自治法第２５２条の６の規定により、その例によることと

される同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議会の議決を経なければならないと

されておりますことから、議会の議決を求めるものでございます。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（中野 勝寛君）

ただいま、議題となっております第１３号議案に対する質疑は、３月４日の本会議で行

いますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第１６．第１４号議案

日程第１７．第１５号議案

日程第１８．第１６号議案

日程第１９．第１７号議案

日程第２０．第１８号議案

日程第２１．第１９号議案

日程第２２．第２０号議案

日程第２３．第２１号議案

日程第２４．第２２号議案
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〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第１６、第１４号議案から日程第２４、第２２号議案までの令和４年度各会

計予算９件を一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

〇市長（福田 浩君）

第１４号議案から第２２号議案までにつきましては、関連がございますので、一括して

提案理由を申し上げます。

まず、第１４号議案となります令和４年度中間市一般会計予算について、市政運営の所

信の一端を申し述べますとともに、その概要についてご説明申し上げます。

令和３年度は、令和２年度に引き続き新型コロナウイルス感染症への対応に終始する１

年となりました。感染状況は一進一退を繰り返しており、今後も長期的な対応が必要と見

込まれております。

本市におきましても、国や県と足並みをそろえながら、ワクチン接種や各種給付金の給

付といった新型コロナウイルス感染症に関連した施策を着実に実施してまいりました。

また、社会保障関連経費の増加などにより、財源が限られる状況ではございますが、新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金をはじめとする様々な支援策を最大限に

活用することで、市民の皆様に安全で安心な生活を営んでいただくための支援に取り組ん

でおります。

さて、令和４年度の予算編成におきましては、引き続き新型コロナウイルス感染症対策

に最優先で取り組むとともに、選択と集中により収支のバランスを図り、持続可能な市政

運営を目指した予算編成を行っております。

それでは、歳出の主なものをご説明いたします。

まず、性質別経費から申し上げます。

人件費につきましては、令和３年度と比較して２億２，６５０万円の減額となっており

ます。この主な要因といたしましては、令和３年度には、病院事業の清算に伴う退職手当

組合負担金を、別途１億７，８３０万円計上していたことによるものでございます。

繰出金につきましては、地域下水道事業特別会計繰出金におきまして、地域下水道が公

共下水道に接続したこと等を要因として令和３年度から５，１５０万円の減額となった一

方で、国民健康保険事業、後期高齢者医療事業等への繰出金におきましては、社会補償関

連経費の増加傾向を反映し８，５１０万円の増額となった結果、全体では３，３５０万円

の増額となっております。

次に、目的別の主な事業についてご説明いたします。

総務費におきましては、マイナンバーカードを利用して住民票等の証明書がコンビニエ

ンスストア等で取得できるコンビニ交付サービス事業に１，１７０万円を計上し、市民の

皆様の利便性の向上や窓口の混雑緩和による感染症拡大防止を図ってまいります。
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民生費におきましては、さきの1月市議会臨時会で令和３年度分の予算について議決を

いただきました保育士等処遇改善臨時特例事業補助金の令和４年度の上半期分として１，

６１０万円、保育所等における感染拡大防止対策に必要となる経費の支援に２，７７０万

円、保育士等の負担軽減のため、保育所等におけるＩＣＴ化の推進を支援するための補助

金に１５０万円をそれぞれ計上し、子育て環境の充実強化と感染症対策を図ってまいりま

す。

農林水産業費におきましては、農村環境整備工事として、下大隈地区の農業用水路改良

事業に１，５９０万円を計上し、農業生産力の維持向上を図ってまいります。

土木費におきましては、市営住宅深坂団地の２棟目の長寿命化改修工事に４，２３０万

円を、継続して取り組んでおります中鶴地区建替事業に要する経費に５億７，２８０万円

をそれぞれ計上し、住環境の整備充実を図ってまいります。

消防費におきましては、災害対応特殊救急自動車とその資機材の更新に３，７１０万円、

消防指揮車の購入に８６０万円をそれぞれ計上し、救急体制及び災害現場での指揮支援体

制の充実強化を図ってまいります。

教育費におきましては、国の推進するＧＩＧＡスクール構想に基づき、ＩＣＴを活用し

た授業を安全かつ効果的に展開するための体制整備を図ってまいります。

また、平成６年に開館し、施設整備が老朽化した生涯学習センターの改修工事に１億１，

０００万円を計上いたしております。

次に、歳入の主なものについて、ご説明いたします。

まず、歳入の柱である市税につきましては、固定資産税等の増額により、市税総額で令

和３年度から９，７２０万円の増額になっておりますが、新型コロナウイルス感染症の及

ぼす影響につきましては、引き続き注視していく必要があるものと考えております。

歳入のもう一つの柱である地方交付税につきまして、普通交付税におきましては、国の

地方財政計画において、令和３年度と比較して３．５％増となっているものの、病院事業

に係る基準財政需要額の減少等により、令和３年度の当初交付決定額から０．２％増、額

にして１，０５０万円増額の４５億８，４７０万円を計上いたしております。

なお、令和３年度当初予算が骨格予算であったため、普通交付税の減額により総額を調

整しておりましたことから、当初予算額で比較しますと、３億４８０万円の増額となって

おります。

また、普通交付税の補完財源であります臨時財政対策債につきましては、地方財政計画

において令和３年度と比較して６３．１％減となっておりますことから、令和３年度の当

初予算から４億１，７３０万円減額の１億８，１６０万円を計上いたしております。

地方消費税交付金につきましては、地方財政計画の伸び率と令和３年度の決算見込額を

勘案いたしまして、令和３年度から９，３５０万円増額の８億７，１３０万円を計上いた

しております。
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以上により、令和４年度一般会計予算は令和３年度と比較して１億２，２６１万９，０

００円の減額、率にして０．６％減の歳入歳出それぞれ１８９億６，９２６万７，０００

円を計上いたしております。

また、予算に関する説明書として、給与費明細書をはじめとする各種調書につきまして

もあわせて提出いたしております。

次に、第１５号議案令和４年度中間市特別会計国民健康保険事業予算について、提案理

由を申し上げます。

まず、歳出の主なものといたしましては、保険給付費として３５億２，６６０万円、国

民健康保険事業費納付金として１１億１，１９０万円、保健事業費として３，４７０万円、

これらに伴う事務費を総務費として１億２，２４０万円計上いたしております。

次に、歳入の主なものといたしましては、国民健康保険税として７億１５０万円を計上

いたしております。

この内訳といたしましては、現年課税分として、医療給付費分が４億７，５４０万円、

後期高齢者支援金分が１億５，８００万円、介護納付金分が３，６００万円でございます。

また、県支出金として３５億５，７００万円、繰入金として５億３，９５０万円、諸収

入として９６０万円を計上いたしております。

以上により、予算の総額を歳入歳出それぞれ４８億８２６万２，０００円とするもので

ございます。

新型コロナウイルス感染症の感染者数は一進一退を繰り返しており、医療費の動向及び

国民健康保険税収に大きな影響を与える可能性がございます。

この状況の中で、国民健康保険財政の健全化を図るために、国県の動向を注視し、引き

続き保健事業への取組をさらに強化することにより、被保険者の健康増進による医療費の

適正化に努めるとともに、国民健康保険税等の歳入の確保に最大限努力してまいる所存で

ございます。

次に、第１６号議案令和４年度中間市住宅新築資金等特別会計予算について、提案理由

を申し上げます。

まず、歳出につきましては、住宅新築資金等貸付金の回収に要する経費として、弁護士

相談委託料３０万円、補償補填及び賠償金１００万円などを計上いたしております。

次に、歳入につきましては、住宅新築資金等償還推進助成事業費補助金として１０万円、

貸付金の元利収入として１１０万円を計上いたしております。

以上により、予算の総額を歳入歳出それぞれ１３２万８，０００円とするものでござい

ます。今後とも、貸付金の回収に最大限努力する所存でございます。

次に、第１７号議案令和４年度中間市地域下水道事業特別会計予算について、提案理由

を申し上げます。

地域下水道につきましては、令和３年１０月１日に公共下水道に接続し、中鶴及び曙下
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水処理場を廃止いたしました。

また、令和５年度に両下水処理場を解体し、中間市地域下水道事業特別会計を閉鎖する

予定としております。このため、令和４年度におきましては、事業の実施に係る予算を減

額いたしております。

それでは、予算の内容についてご説明申し上げます。

まず、歳入の主なものといたしましては、下水道使用料滞納繰越分を５０万円計上いた

しております。

次に、歳出の主なものといたしましては、令和３年度分の消費税納付額として３０万円

を計上いたしております。

以上により、予算の総額を歳入歳出それぞれ５１万円とし、前年度より９，４８９万７，

０００円減額となっております。

次に、第１８号議案令和４年度中間市公共用地先行取得特別会計予算について、提案理

由を申し上げます。

まず、歳出といたしましては、公有財産購入費を１０万円計上いたしております。

次に、歳入といたしましては、市債として１０万円を計上いたしております。

以上により、予算の総額を歳入歳出それぞれ１０万円とするものでございます。

次に、第１９号議案令和４年度中間市介護保険事業特別会計予算について提案理由を申

し上げます。

まず、保険事業勘定の歳出における主なものといたしましては、介護サービス利用に伴

う保険給付費を４６億６，４００万円、高齢者の地域での生活を総合的に支援する地域支

援事業費を４億７，１５０万円、総務費を９，８１０万円計上いたしております。

また、歳入の主なものといたしましては、６５歳以上の第１号被保険者の介護保険料を

９億９，５６０万円、保険給付費等の歳出に対する国庫支出金を１３億２，６１０万円、

支払基金交付金を１３億４，１４０万円、県支出金を７億２，０９０万円、一般会計繰入

金を８億２，８５０万円計上いたしております。

以上により、保険事業勘定におきましては、歳入歳出それぞれ５２億４，０４２万８，

０００円を計上いたしております。

次に、介護サービス事業勘定の歳出の主なものといたしましては、会計年度任用職員人

件費及び予防給付ケアプラン作成委託料支払負担金等の居宅介護支援事業費として３，７

８０万円を計上いたしております。

また、歳入の主なものといたしましては、予防給付費収入として３，７８０万円を計上

いたしております。

以上により、介護サービス事業勘定におきましては、歳入歳出それぞれ３，７８７万２，

０００円を計上し、保険事業勘定を加えた予算の総額を歳入歳出それぞれ５２億７，８３

０万円とするものでございます。
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今後も、高齢者を取り巻く状況の変化を踏まえまして、超高齢社会に対応するべく、適

正な介護給付と介護予防事業の拡充を図り、本市の介護保険制度のさらなる充実と保健福

祉関連施策の安定的な運営に努力してまいる所存でございます。

次に、第２０号議案令和４年度中間市後期高齢者医療特別会計予算について、提案理由

を申し上げます。

まず、歳出の主なものといたしましては、福岡県後期高齢者医療広域連合への納付金と

して８億５，６９０万円を計上いたしております。

次に、歳入の主なものといたしましては、後期高齢者医療保険料として６億３，０６０

万円、一般会計繰入金として２億４，１９０万円を計上いたしております。

以上により、予算の総額を歳入歳出それぞれ８億８，１７０万２，０００円とするもの

でございます。

今後も、福岡県後期高齢者医療広域連合とのきめ細やかな連携により、安心、信頼の医

療の確保及び被保険者の予防医療の推進並びに保険料の収納率向上を図り、より一層の効

率的運営に努力してまいります。

次に、第２１号議案令和４年度中間市公共下水道事業会計予算について、提案理由を申

し上げます。

令和４年度の水洗化戸数は、１万６，２４１戸を予定し、年間の総処理水量３１４万立

方メートル、１日当たりの平均処理水量を８，６０３立方メートル、年間有収水量を２９

８万立方メートルと見込んでおります。

まず、収益的収入及び支出について、ご説明申し上げます。

公共下水道事業収益の主なものといたしましては、下水道使用料４億９，７２０万円、

他会計補助金４億９，６９５万円、長期前受金戻入３億８，０９９万円を計上しており、

総額１４億４，１１１万５，０００円といたしております。

公共下水道事業費用の主なものといたしましては、流域下水道維持管理負担金３億７，

６８０万円、減価償却費７億６，６８４万円、支払利息及び企業債取扱諸費１億４，９１

０万円を計上しており、総額１４億８２０万９，０００円といたしております。

その結果、令和４年度は消費税を含めまして、３，２９０万円の利益を見込んでおりま

す。

次に、資本的収入及び支出について、ご説明申し上げます。

資本的収入の主なものといたしましては、建設改良の財源として建設改良企業債３億８，

９３０万円、国庫補助金２億円、一般会計からの繰入金として他会計出資金１億５５２万

円を計上しており、総額７億５，３５０万４，０００円といたしております。

資本的支出の主なものといたしましては、建設改良費６億２，０８７万円、企業債償還

金４億８，６３２万円を計上しており、総額１１億９１９万９，０００円といたしており

ます。
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また、令和４年度の下水道工事につきましては、岩瀬西町地区など市内１９カ所で実施

する予定といたしております。

なお、資本的収支の不足額３億５，５６９万円につきましては、当年度分損益勘定留保

資金等で全額補填する予定でございます。

次に、第２２号議案令和４年度中間市水道事業会計予算について、提案理由を申し上げ

ます。

令和４年度の給水戸数は、中間市と遠賀町を合わせまして、２万８，１４９戸を予定し、

年間の総配水量を６２４万立方メートル、1日当たりの平均配水量を１万７，１０５立方

メートルといたしまして、年間有収水量を５５５万立方メートルと見込んでおります。

まず、収益的収入及び支出について、ご説明申し上げます。

水道事業収益につきましては、１０億８，４７１万円を計上いたしております。

その主な収益といたしましては、給水収益の９億４０３万円でございます。

また、水道事業費用につきましては、１０億７，９２６万円を計上いたしております。

その主な費用といたしましては、原水及び浄水費として２億４，８４６万円、また、減

価償却費として３億７，３３６万円を計上いたしております。

その結果、令和４年度は、消費税を含めまして、５４４万円の利益を見込んでおります。

次に、資本的収入及び支出について、ご説明申し上げます。

資本的収入につきましては、３億１，４９８万円を計上いたしております。

その主な収入といたしましては、企業債の３億円でございます。

また、資本的支出につきましては、建設改良費、企業債償還元金等で、８億６，８５３

万円を計上いたしております。

この内容といたしましては、令和３年度と同様、配水管の老朽化に伴う配水管布設替工

事を重点的に行うものでございます。

その主な工事といたしましては、中間地区におきまして、市道鳥森３号線配水管布設替

工事など１２件、また、遠賀地区における県道岡垣・遠賀線配水管布設替工事など１１件、

総件数２３件を予定いたしております。

以上により、令和４年度の建設改良事業につきましては、総事業費５億９，５８０万円

をもって実施することといたしております。

なお、資本的収支の不足額５億５，３５４万円につきましては、当年度分損益勘定留保

資金等で全額補填する予定でございます。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（中野 勝寛君）

ただいま、議題となっております令和４年度各会計予算９件に対する質疑は、３月１１

日の本会議で行いますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────



- 25 -

日程第２５．議員提出議案第１号

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第２５、議員提出議案第１号中間市総合会館条例の一部を改正する条例を議

題といたします。

提案理由の説明を求めます。小林信一君。

〇議員（１番 小林 信一君）

中間クラブの小林信一です。合同会派を代表しまして、議員提出議案第１号中間市総合

会館条例の一部を改正する条例について、提案説明を述べさせていただきます。

令和４年４月より総合会館にサテライトオフィス、子育て支援センターが新設あるいは

移設をされます。このことによりまして、これまで総合会館ハピネスなかまが担ってまい

りました福祉会館的機能、これが、より総合化されることになります。

また、総合会館と背中合わせに設置されています生涯学習センター、この生涯学習セン

ターは、総合会館とほぼ同様の機能を持ち運用されています。この両施設は、一体的な運

用を可能とする施設構造となっていると思います。この両施設の一体化、いわゆる複合化

を図ることによりまして、施設の行政効率や効果を最大化することができると思われます。

さらに、管理運用コスト、人的コストの縮減も可能となってまいります。このことは、公

共施設管理計画に沿うものであることは言うまでもありません。

中間市総合会館と生涯学習センターを一体化、両公共施設の複合化、そして、効率的な

運用を行うことで、さらなる住民サービスの向上が図られます。中間市公共管理施設計画、

これに定められています公共施設の複合化、これによる効率的な運用を促進する、この目

的が果たされてまいります。

令和３年３月をもって廃止されました中央公民館の一時的移設、さらに生涯学習センタ

ーへの再移設を行うに当たり、総合会館に一体化、複合化することによりまして、従来の

役割と機能を拡張し、住民のニーズにこたえる中央公民館を包括する施設とすることがで

きます。また、同じく廃止されました働く婦人の家の役割、この役割をも担う総合会館を

目指す。このことが、本条例改正案の目的でございます。

以上が、本条例改正案の提案理由でございます。

議員各位の賢明なるご判断をよろしくお願いする次第でございます。

〇議長（中野 勝寛君）

ただいま、議題となっております議員提出議案第１号に対する質疑は、３月１１日の本

会議で行いますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第２６．会議録署名議員の指名

〇議長（中野 勝寛君）

これより日程第２６、会議録署名議員の指名を行います。
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本日の会議録署名議員は、会議規則第８５条の規定により、議長において、田口善大君

及び大和永治君を指名いたします。

────────────・────・────────────

〇議長（中野 勝寛君）

以上で、本日の日程は全て終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。

午前10時 57分散会

──────────────────────────────

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する

議 長 中 野 勝 寛

議 員 田 口 善 大

議 員 大 和 永 治


